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１．研究の背景 

インドにおける効率改善義務を課す省エネ達成認証スキ

ームの PAT(Perform, Achieve and Trade）は、2012 年 4

月 1日から実際の対策を要するモニタリング（計測）・ベリ

フィケーション（検証）期間に移行した。対象者は、省エ

ネ法に定められた指定エネルギー消費者のうち、産業部門

の 8 業種（火力発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、塩

素アルカリ、肥料、紙パルプ）、478 の事業者が選定されて

いる。 

これに際し 2012 年に公表された改正省エネ法（Ministry 

of Power 2012）を踏まえた先行研究は殆ど見られず、事前

評価に留まっている（Paul 2011）。このため本稿では、改

正法を踏まえ PAT 制度の概要を確認し（表 1）、本制度が省

エネルギー政策のバリア（障壁）の解消に向け如何に機能

しうるのか検討する。 

 

２．PAT 制度の概観と省エネル推進バリア解消に係る検討

課題 

効率目標の不遵守時において、事業者が ESCerts を購入、

或いは、政府が定めたエネルギーコストに基づく罰金の支

払いを選択する点に注目し分析を行なう。政府の定める罰

金を算定するエネルギーコスト（10,154 ルピー/t）は、証

書市場及び、限界対策コストの上限値として認識される。

今後の省エネルギー法の懲罰的罰金規定（１００万ルピー）

の運用にもよるが、既存のインド政府の省エネルギー事例

から得られたインドの限界対策コストは、この罰金のコス

トを上回っている。このため既存のデータでは、エネルギ

ー価格のバリアを低減し、省エネルギー投資の促進に至り

難い点が推察された。 

現在、PAT 対象事業者の限界費用は不明であるが、今後、

より包括的な省エネルギー技術と対策コストの情報収集、

それに基づいた比較分析が研究課題となるだろう。 

次に、資本コストのバリアの解消にむけ、支援策の構築

の端緒となりつつある点は評価される。インドに構造的に

存在する問題ではあるが、設備投資が滞っていた国営州営

等の事業者にとって、負担が重いだろう点も確認されたた

め、市場取引等から発生する事務手数料や罰金を基金化し、

遵守のインセンティブを損なわない形で活用する仕組みの

構築が期待される。 

最後に、技術バリアの低減に関して、対象事業者のプラ

ントの技術レベルを把握する技術情報の第一歩となりうる

と確認できた。事業者には１年に１度のデータの報告義務

が課されていて、継続的なモニタリング・ベリフィケーシ

ョン等の制度の整備は、省エネルギー対策を推進や、性能

実績が優れる日本の技術の展開でも大きな第一歩となるだ

ろう。 

今後 PAT 制度の運用を踏まえた事後評価が必要である。

省エネルギー政策を推進する上で、同様の省エネバリアを

抱える途上国にとって、PAT 制度の経験は一つの参照事例

となりうるだろう。 

表３ PAT 制度概要 

第１期間 ・ 2012 年 4 月 1 日 ～ 2015 年 3 月 31 日 
基準年 ・ 2007 ～ 2009 年度 

・ 過去 3年度（2007～9 年度）の平均エネルギ
ー 消 費 原 単 位 Specific Energy 
Consumption ： SEC (kcal/kWh, toe/t of 
product)を事業者（DC）別に規定。 

・ 過去 3年度（2007～9 年度）から算定した生
産量（活動量）をベースライン生産量とし
て事業者（DC）別に規定。 

期 待 さ

れ る 削

減量 

・ 原単位目標であり、総量は不明。 
・ ベースライン原単位、及び、同生産量に基

づいた政府想定で総削減量は 669 万 toe 
不 遵 守

時 の 対

応と 

罰 則 規

定 

・ 原単位目標の未達成分についてエネルギー
コストを支払うか、ESCerts を購入するか選
択する。 

・ 不遵守量の算定式： 
PAT サイクルの最後である 2015 年 3 月 31 日

に verification report によって決定される。
不遵守量=原単位目標の未達分 

×ベースライン生産量 
・ 不遵守による罰金総額の算定式： 

省エネ法に規定されたエネルギーコスト算
定式に基づく。 

罰金総額=エネルギーコスト(ルピー/toe)  
×不遵守量 

※2011～12 年の場合、エネルギーコストは
10,154 ルピー /toe  

・ 罰 金 は 州 の 電 力 規 制 委 員 会 （ State 
Electricity Regulatory Commission）が最
終的に裁定（Mathur 2012)  

・ 省エネ法違反の（懲罰的）罰則 10 lakh（105） 
ルピー （1ルピー＝1.5円）が規定（Ministry 
of Power2010） 

取引 

 

・ 2015 年 4 月 ～ 2016 年 3 月 
Indian Energy Exchange(IEX) お よ び 
Power Exchange India(PXIL)で取引される

ク レ ジ

ッ ト の

発行 

・ Energy Savings Certificates: ESCerts 
算定式(1 ESCerts= 1 toe)： 

効率目標の達成原単位×ベースライン生産量 
（×80％） 
・ クレジットは、第 1 年、第 2 年について、

上式の 80% まで発行可能。 
Banking ・ 次期間へのバンキングのみ可能 
出所：Ministry of power（2012 ）等により筆者作成 
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